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未収金回収業務委託 事業者募集要項



















令和7年11月
地方独立行政法人　大阪府立病院機構


１　　目　的
地方独立行政法人大阪府立病院機構（以下「機構」という。）が設置する５センターにおける患者負担にかかる診療費（自己負担）等の未収金回収業務（以下「当該業務」という。）について、専門的なノウハウ及び資格を有する者に委託することにより、医療費負担の公平性の確保及び未収金残高の縮減を図ることを目的に、当該業務の受託を希望する弁護士又は弁護士法人から、広く提案を募る公募型プロポーザルを実施することで、業務委託の相手方を選定する。
対象病院
	センター名
	許可病床数
	所在地

	大阪急性期・総合医療センター
	865床
	大阪市住吉区万代東3丁目1番56号

	大阪はびきの医療センター
	405床
	羽曳野市はびきの3丁目7番1号

	大阪精神医療センター
	473床
	枚方市宮之阪3丁目16番21号

	大阪国際がんセンター
	500床
	大阪市中央区大手前3丁目1番69号

	大阪母子医療センター
	375床
	和泉市室堂町840番地



２　　業務概要
1 業務名
地方独立行政法人大阪府立病院機構　未収金回収業務委託
2 業務内容
診療費（患者負担分）にかかる未収金の回収業務。詳細については、別紙仕様書のとおりとする。
3 対象となる債権
機構が事業者に委託することが適当と判断した未収金債権
詳細については、別紙仕様書のとおりとする。
4 委託期間
令和８年４月１日から令和10年３月31日まで（2年間）
最優秀提案者として選定されてから令和8年3月31日までは業務の引継ぎ等を行う準備期間とする。
なお、令和10年4月1日以降については、１年単位で最長３年間（令和13年３月31日まで）契約期間延長を可能とするが、契約を延長しない場合は、期間満了の3ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。（委託期間は最長５年間とする）

３　　参加資格
本募集に応募しようとする者は、次のいずれにも該当することが必要です。
1 弁護士法（昭和24年法律第205号）第４条に規定する弁護士であって、同法57条第１項第２号から第４号までのいずれかに規定する懲戒の処分を受けたことがないこと、又は弁護士法第30条の２の規定による弁護士法人であり、同条第２項第２号から第４号までのいずれかに規定する懲戒の処分を受けたことがないこと。
2 令和7年4月１日を起点とした過去３ヶ年において、次のア又はイの事務を行った実績を有すること。
ア　国、地方公共団体又は独立行政法人（地方独立行政法人を含む。）における債権回収事務
イ　医療機関での未収金回収事務
3 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
ア　成年被後見人
イ　民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により
　なお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条
　に規定する準禁治産者
ウ　被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ　民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人で
　あって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ　営業の許可を得ていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
カ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項
　各号に掲げるもの
ク　地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規程」という。）
　　　　第3条第4項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項各号のいずれかに該当すると認めら
　　　　れることにより、大阪府立病院機構入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措
　　　　置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置案件に該当し、その措置期間に相当する期
　　　　間を経過したと認められる者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代
　　　　理人として使用する者
4 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続
開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第33条第１項の再生手続開始の
決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項
の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第41条第１項
の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営
状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
5 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税にかかる徴収金を完納していること。
6 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近
１事業年度の都道府県税にかかる徴収金を完納していること。
7 消費税及び地方消費税を完納していること。
8 募集開始日から契約締結までの期間において、次のアからウのいずれにも該当しない者であること
ア　大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間中の者又は
　同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者（同要綱別表各号に掲げる措置
要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。）
イ　大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則
（令和２年大阪府規則第61。以下「暴力団排除措置規則」という。）第３条第１項に規定する
入札参加除外者、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者又は同規則第３条第１項
各号のいずれかに該当したと認められる者
ウ　大阪府及び地方独立行政法人大阪府立病院機構との契約において、入札談合等（入札談合
等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
（平成14年法律第101号）第２条第４項に規定する入札談合等をいう。）の不正行為があ
　ったとして損害賠償請求を受けている者。ただし、参加資格確認申請書の提出日までに当該請求
に係る損害賠償金を納付した者を除く。

４　　募集要項の配布
本募集に関する資料については、以下のとおり配布する。
1 交付期間
令和7年11月21日（金）午前10時から　令和7年12月5日（金）午後5時までとする。
2 交付方法
大阪府立病院機構のホームページにおいてダウンロードにより交付する。
　ホームページURL　　http://www.opho.jp/
　なお、ホームページによるダウンロードが困難な場合は、大阪府立病院機構　本部事務局
経営戦略グループにて交付する。この場合の交付期間は上記⑴と同様とする。
 ただし、土曜日及び日曜日および祝日を除く午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時
までとする。
（交付場所）
　大阪市中央区大手前３丁目1番69号　大阪国際がんセンター6階
　地方独立行政法人大阪府立病院機構　本部事務局　経営戦略グループ
　TEL　06-6809-5436

５　　参加表明書等の提出
　　　本募集に参加を希望する者は、参加資格の有無の審査を受けるため、５⑷に掲げる書類を5⑴の
提出期日までに提出し、確認を受けなければならない。なお、期日までに参加表明書を提出しなかった
者及び参加資格があると認められなかった者は、この募集に参加することができない。
1 提出期日
令和7年12月5日（金）必着
なお、持参の場合は同日午後５時までとする。ただし、土曜日及び日曜日及び祝日を除く午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。
2 提出方法
次の５⑷で定める提出書類を郵送（一般書留郵便若しくは簡易書留郵便）、又は荷物配達状況
の追跡可能な宅配便により提出すること。なお、やむを得ない場合は持参による提出を認めるが、その
場合は5⑴提出期日の午後５時までに次の提出先に持参すること。
3 提出先
〒541-8567
大阪市中央区大手前３丁目１番69号　大阪国際がんセンター6階
地方独立行政法人大阪府立病院機構　本部事務局
経営戦略グループ

4 提出書類
ア　参加表明書　【様式１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
イ　取引実績の状況　【様式２】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
ウ　弁護士である場合はその資格を有することを証明する書類の写し　　　　　　　　　　　　　　１部
エ　弁護士法人である場合は、履行事項全部証明書（3ヶ月以内に発行。写し可）　　　１部
オ　直近の会計年度から３年分の決算報告書・財務諸表　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　（個人の場合は確定申告書の写し）
カ　法人概要資料等（法人案内、パンフレット等があれば添付すること）　　　　　　　　　　　 1部
キ　切手を貼付した返信用封筒（参加資格通知書郵送用）　　　　　　　　　　　　　　　　 　1部
（返送先住所氏名を記載した長形３号の返信用封筒に切手320円分（基本料金110円＋
特定記録210円）を貼付すること）
　　　ク　質問書　【様式３】（質問がある応募者のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1部
5 質問書の受付及び回答について
この募集要項等に関して質問がある場合は、質問書【様式３】を参加表明書と一緒に提出することと
する。電話や来訪等による質問については受け付けません。
なお、回答対象となる質問については、５⑴の期日までに提出された質問のみ回答します。
質問への回答については、参加資格審査の結果有効とされた者全員に回答書として参加資格通知書と同送するものとし、参加資格審査の結果、失格となったものからの質問には回答しません。なお、質問に対する回答作成に時間を要する場合、参加資格通知書より遅れて回答書を送付することがありますのでご了承ください。
なお、回答書に対する質問は受け付けません。
6 参加の辞退について
参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届【様式４】を提出すること。

６　　参加資格通知書の交付
　　　　参加資格通知書の交付
参加表明書を提出した者について、機構が資格審査等を行った後、参加要件を満たして
いるとみなした者に対し、参加資格通知書を返信用封筒により郵送通知します。
なお、参加要件を満たしていないものは失格として、その旨及び理由を、返信用封筒により郵送で通
知します。

7　　　企画提案書等の提出
機構から参加資格通知書を受領した応募者は、次に定める提出書類を郵送（一般書留郵便若し
くは簡易書留郵便）、又は荷物配達状況の追跡可能な宅配便により提出すること。やむを得ない場
合は持参による提出を認めるが、その場合7⑴の提出期日午後５時までに持参すること。

1 提出期日
参加資格通知書の到達日から令和7年12月22日（月）まで
なお、持参提出の場合は同日午後５時までとする。ただし、土曜日及び日曜日を除く午前10時から
正午まで及び午後１時から午後５時までとする。
2 提出先
５⑶と同様とする。
3 提出書類
企画提案書　【様式５-1、2】
4 提出部数
正本１部と写し７部及び電子データをCD-Rで提出してください。
なお、書類の提出については、１参加者につき１提案とします。
5 提出書類等の返却
提出書類とそれ以外に応募者から提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。
資格審査において無資格とされた場合及び参加を辞退された場合も同様とします。
6 提出書類の不備
提出書類に不備があった場合には、審査の対象にならないことがあります。
7 記載内容の変更等
提出書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することができません。ただし、企画提案書内に参加者名又は参加事業者名が類推されるロゴ、文言等が含まれることが確認された場合及び不適切な
個人情報を掲載されている場合については、機構で確認の上、当該部分のみ差し替えることを認める
ことがある。
8 著作権及び提出書類の取扱い
提出書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、機構がこの募集において公表する場合その他機
構が必要と認める時は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

８　　応募にあたっての留意事項
1 応募にかかる費用
本件の応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。
2 企画提案の無効に関する事項
次のアからオのいずれかに該当していることが判明した場合又は公募事項を妨害するなど手続きの
遂行に支障をきたす行為があったと認められる場合は、その者の企画提案は無効とする。
ア　提出書類に著しい不備があった場合
イ　提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ　指定する提出期日までに提出書類を提出しなかった場合
エ　提出書類に記名押印がない場合
オ　その他不正行為があった場合



９　　事業者の選定等
1 選定方法
事業者の選定は、機構が設置する「地方独立行政法人大阪府立病院機構未収金回収業務委託 
事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が応募者から提出された書類等を総合的に審査し、
最優秀提案事業者と次点者を選定することとする。
なお、最優秀提案事業者に事故等がある時は、次点者を事業予定者として選定し、次点者にも事故等
があるなど特別の理由がある時は、応募者の中から事業予定者を選定することがある。
2 プレゼンテーション
提出のあった企画提案書に基づき、プレゼンテーションを実施することとする。
日時及び場所については、別途通知します。（令和7年12月15日（月）～19日（金）
3 審査基準
総合計を130点として、下記のとおり審査基準を定め審査します。
	
	主な評価項目
	配点

	１　業務実施方針
	・未収金回収業務に対する基本方針
・業務プロセスの継続的な改善
・機構の信頼性に配慮した取組
(1)人材の質を担保する体制
(2)クレーム・苦情への対応
	20

	２　組織・体制
	・業務執行できる組織体制や管理責任体制
・法人の決算状況
	10

	３　業務実施方法
	・支払案内の実施方法・回数等
・債権の回収方法
・少額債権の回収方法
・債務者に対する相談業務
・回収困難な債権への対応
・回収状況の報告、頻度
	6０

	４　取引実績の状況
	・直近三ヵ年の債権回収率
・直近の主な法的措置の実施件数～支払督促に限定～
・当機構との連携体制
	15

	５　個人情報保護体制
	・個人情報保護に関する体制
・事業者の職員に対する研修実施状況、マニュアル整備
・プライバシーマークなどの取得の有無
	１5

	６　手数料率※
	・業務委託にかかる成功報酬率
	1０

	合　　　　計
	１3０


※手数料の上限利率
　　　手数料率の上限利率は25％までとする。26％以上の手数料を提示した提案者は契約候補者と
して選定しない。
4 審査結果
選定委員会の審査結果については、応募者に書面で通知するとともに、審査結果の概要を機構
ホームページで公表します。
5 契約の締結等
選定された提案者は、提案された内容を基に具体的な事業内容、条件等について協議の上、
契約を締結します。その際、企画提案書にて提案された内容について、業務仕様書に追加される
ことがあるので留意すること。
なお、この契約の締結に関して必要な一切の費用は、事業予定者の負担とします。
また、現在機構が委託している事業者と業務の引継ぎについて協議し、機構を含めた三者の間で、
引継ぎに関する覚書を締結する。

10  提案の無効に関する事項
応募者が次のいずれかに該当したときは、その者の提案を無効とする。
1 提出書類に虚偽の記載をした場合
2 参加する資格のない者が提案したとき
3 所定の日時及び場所に提案を提出しないとき
4 ２以上の提案をしたとき
5 自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき
6 提案に関して談合等の不正行為があったとき
7 正常な提案の執行を妨げる等の行為を行う恐れがある者、又は行った者が提案したとき
8 その他、機構が指示した事項及び提案に関する条件に違反したとき

11  スケジュール
	令和７年11月21日（金）
	募集要項の配布

	令和7年11月21日（金）から12月5日（金）
	参加表明書及び質問書の受付

	令和7年12月15日（月）
	参加資格通知書及び質問書の回答

	令和7年12月22日（月）
	企画提案書の受付終了

	令和8年1月23日（金）
	プレゼンテーションの実施・選定委員会による選定

	令和8年1月26日（月）予定
	事業予定者へ選定結果の通知

	令和8年1月27日（火）予定
	契約手続き・業務引継ぎ等

	令和8年４月１日（水）
	業務開始



12  問い合わせ先
地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター6階
[bookmark: _GoBack]本部事務局　経営戦略グループ　　
〒541-8567　大阪市中央区大手前３丁目１番69号
TEL：06-6809-5436
FAX：06-6809-5934
E-mail：honbu06@opho.jp
1

